
 
 
 
 
 

■ 主旨

 2019 年 7 月 4 日、企業会計基準委員会（以下「ASBJ」とする）は、企業会計基準第 30 号「時価の算定に関する会

計基準」（以下「時価算定会計基準」とする）および企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準

の適用指針」（以下「時価算定適用指針」とする）等を公表しました。

 これらは、2016 年 8 月に ASBJ が公表した中期運営方針において、日本基準を国際的に整合性のあるものと

するための取組みに関する検討課題の一つとして取り上げられていた時価に関するガイダンスおよび開示につ

いての検討に基づいています。

 時価算定会計基準、時価算定適用指針の制定および企業会計基準第 10号「金融商品に関する会計基準」（以

下「金融商品会計基準」とする）等の改正は、日本公認会計士協会（以下「JICPA」とする）の実務指針等にも影

響します。このため、ASBJ で検討の上、JICPAに改正を依頼していました。当該依頼を踏まえ、同日、JICPAよ

り、実務指針等の改正が公表されています。

・ 原文については、ASBJおよび JICPAのウェブサイトをご覧ください。

経緯

ASBJ は、国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるために、2016 年 8 月に公表した中期運営方針に

おいて、日本基準を国際的に整合性のあるものとするための取組みに関する検討課題の一つとして時価に関する

ガイダンスおよび開示を取り上げていました。これらの状況を踏まえ、ASBJ は、2018 年 3 月に開催された第 381
回企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンスおよび開示に関して、国際的な会計基

準との整合性を図る取組みに着手する旨を決定し、検討を重ね、以下の企業会計基準および企業会計基準適用指

針（以下合わせて「本会計基準等」とする）を公表しました。

 企業会計基準第 30 号「時価の算定に関する会計基準」

 改正企業会計基準第 9 号「棚卸資産の評価に関する会計基準」（以下「棚卸資産会計基準」とする）

 改正企業会計基準第 10 号「金融商品に関する会計基準」

 企業会計基準適用指針第 31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」

 改正企業会計基準適用指針第 14 号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（以下「四半期適用指

針」とする）

 改正企業会計基準適用指針第 19 号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（以下「金融商品時価開

示適用指針」とする）

また、JICPA より、以下の実務指針等の改正が公表されています。 

 日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第 14 号「金融商品会計に関する実務指針」

 日本公認会計士協会 会計制度委員会「金融商品会計に関する Q&A」
 日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第 4 号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」

2019年7月4日 第378号 

日本基準トピックス
企業会計基準第 30 号「時価の算定に関する会

計基準」および企業会計基準適用指針第 31 号

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」等

の公表（ASBJ）

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/accounting_standards/y2019/2019-0704.html
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190704ejj.html
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概要 
本会計基準等の概要は、以下のとおりです。 

開発にあたっての基本的な方針 

時価算定会計基準は、統一的な時価の算定方法の採用により、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性

を向上させる観点から、国際財務報告基準（IFRS）第 13 号「公正価値測定」（以下「IFRS 第 13 号」という)の定めを

基本的にすべて取り入れています。ただし、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可

能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めています。 

IFRS 第 13 号では公正価値という用語が用いられていますが、時価算定会計基準では、我が国における他の関連

諸法規において時価という用語が広く用いられている事実等を配慮し、時価という用語を用いています。 

範囲 

金融商品については、国際的な会計基準と整合させ、国際的な企業間の財務諸表の比較可能性を向上させる便益

が高いと判断し、時価算定会計基準の範囲に含めています。 

これに対し、金融商品以外の資産および負債については、時価算定会計基準の範囲に含めた場合の整合性を図る

ためのコストと便益を考慮し、原則として、時価算定会計基準の範囲に含めていません。 

ただし、棚卸資産会計基準におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産については、売買目的有価証券と同様

に毎期時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益とする処理が求められています。よって、時価の

算定についても金融商品と整合性を図る取扱いが適切と考えられるため、時価算定会計基準の範囲に含めていま

す。 

時価の定義 

「時価」とは、「算定日において市場参加者間で秩序ある取引が行われると想定した場合の、当該取引における資産

の売却によって受け取る価格または負債の移転のために支払う価格」と定義されています。 

時価は、直接観察可能であるかどうかにかかわらず、算定日における市場参加者間の秩序ある取引が行われると

想定した場合の出口価格であるとされています。つまり、時価は、資産の売却によって受け取る価格または負債の

移転のために支払う価格を意味し、交換取引において資産を取得するために支払った価格または負債を引き受け

るために受け取った価格である入口価格ではないとされています。 

期末前 1 か月の平均価額の削除 

改正前の金融商品会計基準は、その他有価証券の期末の貸借対照表価額に期末前 1 か月の市場価格の平均に

基づいて算定された価額を用いることができると定めていました。しかし、時価の定義の変更に伴い、その平均価額

が改正された時価の定義を満たさないため、この取扱いが削除されています。 

時価の算定方法 

時価の算定にあたっては、状況に応じて、十分なデータが利用できる評価技法を用います。評価技法を用いるにあ

たっては、関連性のある観察可能なインプットを最大限利用し、観察できないインプットの利用を最小限にします。 

時価の算定に用いるインプットは、レベル 1 のインプットが最も優先順位が高く、レベル 3 のインプットが最も優先順

位が低くなります。 

時価は、その算定において重要な影響を与えるインプットが属するレベルに応じて、レベル 1 の時価、レベル 2 の時

価またはレベル 3 の時価に分類します。なお、時価を算定するために異なるレベルに分類される複数のインプットを

用いており、これらのインプットに、時価の算定に重要な影響を与えるインプットが複数含まれる場合があります。こ

の場合、これらの重要な影響を与えるインプットが属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレ

ベルに当該時価を分類します。 
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その他の取扱い 

総資産の大部分を金融資産が占め、かつ総負債の大部分を金融負債及び保険契約から生じる負債が占める企業

集団または企業（以下「企業集団等」とする）以外の企業集団等においては、その他の取扱いが定められています。

具体的には、第三者が客観的に信頼性のある者で企業集団等から独立した者であり、公表されているインプットの

契約時からの推移と入手した相場価格との間に明らかな不整合はないと認められる場合で、かつ、レベル 2 の時

価に属すると判断される場合には、次のデリバティブ取引については、当該第三者から入手した相場価格を時価と

みなす取扱いが定められています。 

(1) インプットである金利がその全期間にわたって一般に公表されており観察可能である同一通貨の固定金利と変

動金利を交換する金利スワップ（いわゆるプレイン・バニラ・スワップ） 

(2) インプットである所定の通貨の先物為替相場がその全期間にわたって一般に公表されており観察可能である為

替予約または通貨スワップ 

市場価格のない株式等の取扱い 

時価算定会計基準においては、時価のレベルに関する概念を取り入れ、たとえ観察可能なインプットを入手できな

い場合であっても、入手できる最良の情報に基づく観察できないインプットに基づき時価を算定するとしています。こ

のような時価の考え方のもとでは、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券は想定されません。よっ

て、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券の記載を削除しています。 

ただし、市場価格のない株式等に関しては、たとえ何らかの方式により価額の算定が可能としても、それを時価とは

しないとする従来の考え方を踏襲し、引き続き取得原価をもって貸借対照表価額とする取扱いとしています。これに

より、これまで時価を把握することが極めて困難であるとして、取得原価または償却原価法に基づいて算定された価

額をもって貸借対照表価額としていたもののうち、市場価格のない株式等に含まれないものについては、時価をもっ

て貸借対照表価額とする取扱いとなります。 

また、市場価格のない株式等については、時価に関する注記を不要としています。 

開示 

金融商品時価開示適用指針では、基本的には IFRS 第 13 号の開示項目との整合性を図っていますが、一部の開

示項目についてはコストと便益を考慮して採り入れていません。金融商品時価開示適用指針では、金融商品の時価

のレベルごとの内訳等に関する事項として次の開示項目の注記を求めています。 

貸借対照表においてまたは注記のみで時価評価する金融商品 

(1) 時価のレベルごとの残高 

貸借対照表においてまたは注記のみで時価評価するレベル 2 の時価またはレベル 3 の時価の金融商品 

(2) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

(3) 時価の算定に用いる評価技法またはその適用の変更の旨及びその理由 

貸借対照表において時価評価するレベル 3 の時価の金融商品 

(4) 時価の算定に用いた重要な観察できないインプットに関する定量的情報 

(5) 期首残高から期末残高への調整表（当期の損益に計上した未実現の評価損益を含む。） 

(6) 企業の評価プロセスの説明 

(7) 観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明 

IFRS 第 13 号では上記に加えて次の注記を求めているものの、金融商品時価開示適用指針では、これらの注記は

求めていません。 

(8) レベル 1 の時価とレベル 2 の時価との間のすべての振替額及びその振替の理由 

(9) レベル 3 の時価について観察できないインプットを合理的に考え得る代替的な仮定に変更した場合の影響 
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なお、四半期適用指針では、四半期においては、上述の（1）のうち貸借対照表において時価評価する金融商品につ

いて、企業の事業運営にあたっての重要な項目であり、かつ、前年度末と比較して著しく変動している場合に開示が

求められます。 

適用時期 
本会計基準等は、2021 年 4 月 1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されます。 

ただし、2020年 4月 1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から本会計基準等を適用することができ

ます。また、2020年 3月 31日以後終了する連結会計年度及び事業年度における年度末に係る連結財務諸表及び

個別財務諸表から適用することもできます。 

経過措置 
時価算定会計基準及び時価算定適用指針の適用初年度においては、時価算定会計基準及び時価算定適用指針

が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用します。この場合、その変更の内容について注記が求められてい

ます。上述の定めにかかわらず、時価の算定にあたり観察可能なインプットを最大限利用しなければならない定め

などにより、時価算定会計基準および時価算定適用指針の適用に伴い時価を算定するために用いた方法を変更す

ることとなった場合で、当該変更による影響額を分離することができるときは、会計方針の変更に該当するものとし、

当該会計方針の変更を過去の期間のすべてに遡及適用することが許容されています。 

また、適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、適用初年度の期首の利

益剰余金およびその他の包括利益累計額または評価・換算差額等に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を

適用する取扱いも許容されています。 

遡及適用にあたっては、企業会計基準第 24 号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第 10 項に定め

られる事項の注記が必要となります。 

投資信託の時価の算定に関しては、会計基準公表後概ね 1 年をかけて検討を行うこととし、それまでの間は、改正

前の取扱いを踏襲することができます。この場合、時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記は要しません。 

貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時価の注記については、投資信託の取扱いを改正

する際にその取扱いを明らかにすることとし、それまでの間は金融商品時価開示適用指針第 4 項(1)の時価の注記

は要しません。 

時価の定義の見直しに伴い、その他有価証券の期末の貸借対照表価額に期末前１か月の市場価格の平均に基づ

いて算定された価額を用いることができる定めの削除や、市場価格のない株式等以外の時価を把握することが極

めて困難と認められる有価証券の定めの削除など、金融商品会計基準の改正により会計方針の変更が生じます。

時価の算定を変更することになり得るという意味では時価算定会計基準が定める新たな会計方針の適用と同一で

あるため、時価算定会計基準の適用初年度における原則的な取扱いと同様に将来にわたって適用します。この場

合、その変更の内容について注記します。 

四半期に関しては、適用初年度には、前年度末と比較して著しく変動している資産又は負債等に関する、時価のレ

ベルごとの残高の注記（四半期適用指針第 80 項(3)④）を不要としています。 

PwCあらた有限責任監査法人 
〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目1番1号 大手町パークビルディング 

お問い合わせ: aaratapr@jp.pwc.com 

本資料は概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。個別にプロフェッショナルからのアドバイスを受け
ることなく、本資料の情報を基に判断し行動されないようお願いします。本資料に含まれる情報は正確性または完全性を、（明示的にも暗示的にも）表明あるいは保証す
るものではありません。また、本資料に含まれる情報に基づき、意思決定し何らかの行動を起こされたり、起こされなかったことによって発生した結果について、PwC あら
た有限責任監査法人、およびメンバーファーム、職員、代理人は、法律によって認められる範囲においていかなる賠償責任、責任、義務も負いません。  
 
PwC refers to the PwC Network member firms in Japan and/or their specified subsidiaries, and may sometimes refer to the PwC Network. Each member firm is a 
separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.  
This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors 
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